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要旨 
本稿では、児童⼿当が家計の消費意思決定にどのような影響を与えるかを分析した。 

児童⼿当は、制定当初から様々な変遷を経て現在は少⼦化対策、⼦どもへの教育投資の促進
を主眼として実施されていると考えられる。本稿では、児童⼿当の教育投資推進効果に着⽬
して児童⼿当が家計の消費全般、教育投資にどのような影響を与えるかを分析した。その結
果、児童⼿当は教育投資を促進するとともに、⾼所得世帯においては貯蓄を増やす効果が存
在することが⽰された。これらは、昨今の法改正で決定された児童⼿当に対する資⼒制限の
強化を部分的に⽀持するものであると考えられる。本研究が種々の先⾏研究と異なるのは、
①パネルデータを⽤いた分析を⾏なった、②追加的なデータを⽤いて教育投資の内訳をよ
り細かく分析した、③資⼒制限の影響を分析した点である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<はじめに> 
本稿では、⼦ども⼿当が家計の消費意思決定にどのような影響を与えるかを分析した。 
児童⼿当とは、1971 年に制定された児童⼿当法に基づく制度であり、⼦供のいる家計に対

する現⾦⽀給策である。児童⼿当法第 1 条には、「家庭における⽣活の安定に寄与するとと
もに、時代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資すること」と明記されてい
る。本稿の⽬的は、児童⼿当がどのように⽀出されるかを分析することで、現⾏の児童⼿当
政策は政策⽬的を達成できているのかを評価することである。 
⼦ども⼿当制度の前⾝となる児童⼿当制度は、初期の 1970 年代には多⼦・低所得者層へ

の再分配政策としての側⾯が強く、社会福祉制度に近い位置づけであったと⾔われている。
それが、1985 年以降の複数の改正で、第⼀⼦から⽀給の対象となり、⼦育て世代の多くが
受給対象となった。そうした経緯を経て、児童⼿当は若年⼦育て世帯への「世代間の再配分」
政策としてその性質を変容させていった。2009 年に⺠主党が政権交代を果たした際には、
児童⼿当に代わる「⼦ども⼿当」を政策の⽬⽟にすえ、従来の所得制限を撤廃するなどして
⾮常に予算規模の⼤きな政策となった。しかしながら⺠主党政権は⻑続きせず、2012 年に
は従来の形式に近い児童⼿当が復活し、現在まで⾄っている。2021 年 5 ⽉ 21 ⽇には、児
童⼿当の特例給付を廃⽌する改正児童⼿当関連法が成⽴し、2022 年 12 ⽉から世帯主の年
収が 1200万円以上の場合、従来の⼀律 5000円の特例給付が受け取れないことになった。 
 本稿では、先⾏研究に則り児童⼿当が家計の消費に与える効果を、⼆つの理論的仮説に基
づいて検証する。⼀つは、児童⼿当を「家計の追加的な所得」とみなす習慣形成仮説である。
⼆つ⽬は、給付主体がある特定の⽬的の下で、家計に現⾦を⽀給することで、家計は法律の
趣旨に従ってそれらを消費するようになるというラベリング仮説である。上記⼆つの仮説
に基づいてその上で計量的な分析を⾏い、児童⼿当が家計の⽀出に与えた効果を分析する
ことになる。 
 これまでの⽇本においては、失業率や平均所得といった、個々の経済主体の⾏動や属性を
都道府県や国の単位で集計した横断⾯データや時系列データが実証研究において⽤いられ
ることが多く、ミクロ・パネルデータを⽤いた実証研究を⾏うことが難しかった。本研究に
おいては、これまでの研究とは異なり、ミクロ・パネルデータを⽤いて児童⼿当政策が家計
の消費意思決定にどのような影響を与えるかを分析している。また、多くの研究は、児童⼿
当のような現⾦給付政策が、出⽣率にどのような影響を与えたかを分析しており、家計の消
費⾏動に着⽬した分析をしている研究は少ない。 
 本研究の結果、児童⼿当は家計全体の教育費を除いた⽀出総額に影響を与えず、貯蓄にも
影響を与えないことが判明した。また、⽀出額のうち特に教育費に着⽬した分析では、児童
⼿当の給付が、学習塾、スポーツ系の習い事、芸術・⽂化的な教育機会への追加的な教育⽀
出額を増やす効果が存在することがわかった。⼀⽅、義務教育、⾼等教育に対する学費には
影響を与えなかった。また、分析対象を⾼所得者層に限定した分析では、児童⼿当は教育関
連費⽤の⽀出には影響を与えるとともに、貯蓄を変化させる効果が⾒られた。⼀⽅、低所得



者層を対象とした分析では、児童⼿当の給付は家計全体の教育費以外の⽀出総額に影響を
与えず、貯蓄にも影響を与えなかったが、学習塾などの追加的な教育⽀出額を増やす効果が
存在することがわかった。 
 近年、児童⼿当の給付に際して所得制限を設けることが積極的に議論されているが、本稿
の結論は⼀定程度それを⽀持するものとなった。 
 
<現実の政策や制度について> 
まず、現⾏の児童⼿当制度の趣旨、背景について概観しようと思う。⽇本の⼦ども⼿当制

度では、多くの国同様、⼦供の⼈数と年齢に基づいて、ミーンズテストが⾏われ、現⾦が給
付されることになっている。現⾏の児童⼿当制度は、0歳から中学⽣までを対象としており、
0歳〜3歳未満には⽉額⼀律 15,000円、3 歳〜⼩学校修了前までの第⼀⼦、第⼆⼦には⽉額
10,000円、第三⼦以降には⽉額 15,000円、中学⽣には⽉額 10,000円が⽀給されることに
なっている。また、扶養親族等の数に応じて所得制限が設けられており、⼿当を受けるもの
の所得が所得限度額以上の場合には、特例給付として児童⼀⼈につき⽉額 5,000 円が⽀給
されることになっている。令和⼆年度には 16 百万⼈の児童を対象に、合計約 1兆 5000億
円の⼿当が⽀給されている。現⾏の児童⼿当制度の制度趣旨としては、児童⼿当法に「家庭
等の⽣活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成⻑に資すること
を⽬的とする」と書かれている。この⽂⾔は制定以来変わっていない。 
次に、児童⼿当制度の歴史とその変遷を追いつつ、児童⼿当政策の政策⽬的についてより
詳細に検討しようと思う。 
国内で児童⼿当制度について本格的な検討が始まったのは 1960 年代に⼊ってからである。

1961 年 6 ⽉には、中央児童福祉審議会児童⼿当部会による「児童⼿当制度について」と題
する、内外事情の調査分析資料が出され、これが現代の児童⼿当のあり⽅に対する理論的な
枠組みを提供している。江⼝(2011)によると、この資料では、児童⼿当のあり⽅について以
下の四つの考え⽅が⽰されているとみることができる。 
１児童福祉の観点を中⼼とする考え⽅(児童育成説) 
児童の保護育成に重点を置いて、⽣計費として児童⼿当を給付するという考え⽅。防貧機
能によっても貧困を免れない層に最低限の⽣活を保障する救貧機能を重視。 
２社会保障の観点を中⼼とする考え⽅(多⼦保健説) 
多⼦を貧困の原因と捉え、社会保険⽅式によって、最低養育費として児童⼿当を⽀給する

という考え⽅。貧困に陥ることを未然に防ぐ防貧機能を重視。 
３賃⾦体系⾒直しの観点を中⼼とする考え⽅(賃⾦体系⾒直し説) 

 賃⾦の中の家族給付相当額を児童⼿当として労働者に配分するという考え⽅。 
４所得格差是正と⼈間能⼒開発の観点を中⼼とする考え⽅(⽣産⼒確保説) 
所得格差及び⼈間能⼒開発を通して将来の労働⼒を確保するという⽬的のもと、児童⼿当

を給付するという考え⽅。 



 
以下では、児童⼿当がどのような理論的背景のもと改正されていったかを、時系列順に紹
介する。 
(1)多⼦保険説的⽴場に⽴った児童⼿当 
1968 年 12⽉には厚⽣⼤⾂の私的諮問機関である児童⼿当懇談会が具体的な制度案をまと

めた。懇談会案では、被⽤者については拠出製、⾃営業者、農業者については無拠出性とす
る案などが出されたが、1970 年に出された最終的な政府案では、義務教育終了前の第３⼦
を対象とし、三千円を⽀給することとなった。それに加え、所得制限を設け、被⽤者に対す
る⼿当の財源は事業主が 10 分の 7、国 10 分の 2、都道府県・市町村各 10 分の 0.5 とし、
⾮被⽤者に対する財源は国が 6分の 4、都道府県・市町村各 6分の 1 とした。この制度の理
論的性格は、折衷的なものであり、拠出制かつ第 3 ⼦以降を対象にすることから多⼦保険
説的⽴場(=防貧機能を重視)を基本的背景としつつ、当時の児童⼀⼈当たり平均養育費の半
額である三千円の給付を維持したという点では、児童育成説的観点(救貧機能を重視)を取り
⼊れている。 
 
(2)児童育成説的⽴場に⽴った児童⼿当 
1971 年の 5⽉には児童⼿当法が成⽴し、18歳未満の児童が三⼈以上いる場合に、義務教

育終了前の第３⼦以降 1⼈につき、⽉ 3000円の児童⼿当が⽀給されることになった。その
後児童⼿当の⽀給対象は段階的に引き上げられ、⽀給⾦額も拡⼤した。低所得者層に限って
は、81 年には 7000円まで引き上げられた。この⽀給最低額引き上げ政策は、児童⼿当の性
格が防貧的なものから救貧的なものに変化していったことを⽰している。当初の児童⼿当
が元々最低⽣活費＋αに設定されていたのであれば、加算は必要ないはずだからである。 
 
(3)⽣産⼒確保説的⽴場に⽴った児童⼿当 
1980 年代には、国家財政の逼迫を原因として、⾏政関連特例法に基づく特例措置として、

所得制限を強化するともに、被⽤者・公務員については、全額事業主の負担によって、上記
所得制限の基準を満たす世帯に対し児童⼿当と同じ内容の特例給付を⾏う仕組みが導⼊さ
れた。続く 1984 年には、児童⼿当の⽀給対象が第 3 ⼦以上の現⾏の制度では、「⾼齢者の
社会的扶養を⽀える児童の扶養が社会的に⽀援されない」、つまり少⼦化対策的な視点から
児童⼿当の⽀給対象を第 1 ⼦もしくは第 2 ⼦からにすべきではないかとの意⾒が中央児童
福祉審議会から出された。これを受け翌 85 年には、⽀給対象を第 2 ⼦からに拡⼤しつつ、
⽀給期間を中学⽣までから⼩学校⼊学前までに短縮し、給付の重点化的な政策が実施され
た。その後出⽣率の著しい低下の影響を受けて、90 年には⽀給対象を第⼀⼦に拡⼤しつつ
⽀給期間を 3 歳未満に短縮すること、また⼿当額を第 1 ⼦及び第 2 ⼦ 5000円、第 3⼦以降
10,000円に引き上げる内容の改正が⾏われた。これらの 1980 年台の⼀連の改⾰は、⽣産⼒
確保説的な背景から⾏われたといえる。ただ、この⼀連の改⾰の背景にあるのは、将来の労



働⼒の確保というよりは社会保障制度を維持し、その枠内における世代間扶養を⽬的とし
て⾏われたという点では、部分的に⽣産⼒確保説の⽴場に⽴った施策であるといえる。 
 
(4)少⼦化対策としての児童⼿当 
1999 年 12⽉に新エンゼルプランが制定され、少⼦化対策が本格的に始まると、翌年には、
児童⼿当の⽀給期間を 3 歳からに延⻑する改正が⾏われた。それでもなお少⼦化の進⾏に
は⻭⽌めがかからず、2003年には少⼦化対策基本法及び次世代育成⽀援対策推進法が成⽴
する。その翌年には、⽀給期間を義務教育就学前から⼩学校 3 年までに延⻑する改正が⾏
われた。さらに 2006年には、⽀給機関の⼩学校 6年修了前までの延⻑と、所得制限の緩和
が⾏われ、⼿当の⽀給率は概ね 90%まで引き上げられた。このように、2000 年以降の改正
では、児童⼿当は少⼦化対策としての性格を強めることとなった。 
 
(5)⺠主党の⼦ども⼿当 
⺠主党は 2009 年に政権を奪取すると、中学⽣以下の全ての⼦どもに⼀律 2万 6千円の⼿当
を⽀給するとした。これは⾦額の⾼さのみならず所得制限がないという点で⾮常に画期的
な政策であった。しかし、実際の制度に⽬を向けると、⺠主党の⼦ども⼿当は、財源的理由
から 1 万 3000 円まで減額されて⽀給された。この⼦ども⼿当の政策⽬的に⽬を向けると、
その意図が不明瞭な部分が多々ある。⺠主党のマニフェスト 2009 の中では、児童⼿当の政
策⽬的として「次代の社会を担う⼦ども 1⼈ひとりの育ちを社会全体で応援する」ことと、
「⼦育ての経済的負担を軽減し、安⼼して出産し、⼦どもが育てられる社会を作る」ことを
挙げている。しかし、これは抽象的すぎて、なぜ 2 万 6 千円という額を⽀給することにし
たのか、なぜ所得制限を撤廃したのかといった理由に答えていない。ただ、⼤まかにみると、
少⼦化対策という 2000 年代以降の児童⼿当の政策⽬的⾃体は踏襲しているということは
できるだろう。また、「次代の社会を担う⼦ども 1 ⼈ひとりの育ちを社会全体で応援する」
という⽂⾔からは、児童⼿当によって、児童への教育投資を促進するという意味での、⽣産
⼒確保説的な⽴場は⼀貫して維持されていることもわかる。 
 
(6)現在の児童⼿当 
2012 年の暮れに野⽥内閣が総辞職し、安倍内閣が発⾜し、⾃⺠・公明両党が再び政権を担

うことになった。それに伴い、⺠主党政権時代の⼦ども⼿当は廃⽌となり、所得制限などを
伴う従来の児童⼿当が復活した。 
現在の児童⼿当は、0〜3歳未満には⽉額 1万 5千円、3 歳〜⼩学⽣には⽉額 1万円、同年

代の第三⼦以降には⽉額 1 万 5 千円、中学⽣には⽉額１万円が⽀給される制度である。所
得制限も設けられており、⽗⺟どちらかの所得が 960 万以上の世帯には特例給付として 5
千円が⽀給される。2022 年 10⽉には所得制限に関する規定が改正され、所得が 1200万以
上ある世帯に対する特例給付が廃⽌されることになった。所得制限が強化されることとな



ったが、依然としてその政策⽬的の中⼼的な部分は少⼦化対策にあるといえるだろう。た
だ、現在の内閣府の児童⼿当のページを⾒ると、「児童⼿当は、⼦ども・⼦育て⽀援の適切
な実施を図るため、⽗⺟その他の保護者が⼦育てについての第⼀義的責任を有するという
基本的認識の下に、家庭等における⽣活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童
の健やかな成⻑に資することを⽬的としています。」と書かれている。この⽂⾔からみるに、
児童⼿当には、⽣産⼒確保的な意味合いもいまだに期待されていると考えられる。 
 
まとめると、制定当初の児童⼿当は、多⼦家庭における防貧的な機能を重視したものであっ
たが、徐々にその⽬的は救貧、⽣産⼒確保に移っていき、2000 年台には少⼦化対策として
の役割が期待されるようになったといえる。現⾏の児童⼿当の主たる政策⽬的は少⼦化対
策であるが、教育投資を促進することによる⽣産⼒確保的な意味合いも未だに期待されて
いると考えられる。しかし、現在の児童⼿当が少⼦化対策としての役割を達成できているか
どうかは甚だ疑問である。現にここ 20 年、⽇本の出⽣率は落ち続け、⼈⼝減少に⻭⽌めが
かからない状況である。⼀⽅で、児童⼿当が⼦どもへの教育投資を促進しているかどうか
は、これまであまり研究テーマにされることがなかった問題である。本研究では、そこに焦
点を当て、実証研究を⾏なっていくことになる。 
 
<リサーチ・クエスチョンの提⽰> 
本稿の⽬的は、児童⼿当の政策⽬的の⼀つである「⼦供への教育投資の促進」が実際に達

成されているかどうかを検証することである。具体的には、児童⼿当が家計の消費⾏動に与
えた影響を、ミクロパネルデータを⽤いて検証することで政策効果を検証する。しかし、習
慣形成仮説に基づくと、児童⼿当は家計の年間所得と⽐べたときに⽀給額が少額であるこ
ともあり、家計の消費全体レベルには⼤きな影響を及ぼさないと考えられる。⼀⽅で、ラベ
リング仮説に基づくと、家計の⽀出を項⽬レベルまで細分化したときに、教育費に対する⽀
出には影響を与えている可能性が考えられる。本稿では、被説明変数を、教育費を除いた⽀
出、貯蓄、教育⽀出の三つに分けて、児童⼿当が与えた影響を分析していく。 
また、データセットをサンプル全体、⾼所得層、低所得層の三つに分けることで、それぞ

れの所得帯における家計の消費⾏動を⽐較し、近年議論となっている、児童⼿当に対する資
⼒制限の是⾮も検証したい。 
 
<先⾏研究の概要（サーベイ結果の紹介）> 
家計の、児童に対する意思決定を理論的に分析した先駆的研究として、Becker and 
Lewis(1973)の⼦供の量と質に関するトレードオフに関するモデルが存在する。 
ベッカーのモデルでは、家計の効⽤関数を以下のように定める。 

U (n, q, z)−① 
ここで、nは⼦供の数、qは⼦供の質、zは⼀般的な消費財の消費である。この設定のもと



で、家計の予算制約は次のように表される。 
I=𝜋𝑛𝑞 + 𝜋!𝑧−②	

ここで、𝜋は⼦供に対する投資財の価格、𝜋!は消費財の価格である。 
⼀階条件は、以下の通りである。 

𝑀𝑈" = 𝜆𝑞𝜋 = 𝜆𝑝"	, 𝑀𝑈# = 𝜆𝑛𝜋 = 𝜆𝑝# , 𝑀𝑈! = 𝜆𝜋! = 𝜆𝑝!−③ 
MUは限界効⽤、pは限界費⽤もしくはシャドープライス、𝜆は貨幣収⼊の限界費⽤である。 
このことから、⼦供の数と質はトレードオフの関係にあることがわかる。すなわち、⼦供を
⼀⼈増やすことの限界費⽤は𝜋𝑞であり、⼦供に投資する⾦額 q が増えるにつれて、限界費
⽤も⼤きくなる。同じことは⼦供に対する投資を増やす場合にもいえる。ベッカーらは、⼦
供の量に対する所得弾⼒性は、質に対する所得弾⼒性よりもはるかに低いという仮定をお
いている。また、⼦供の数 n、質 q、消費財 zは正常財であると仮定する。 
児童⼿当のような、追加的な⾦銭給付が出⽣率や⼦供に対する教育投資にどのような影響

を与えるかを分析した研究では、このモデルを前提において分析しているものが散⾒され
る。実際に、児童⼿当が家庭の育児に関する意思決定に与えた影響を分析する論⽂は、さま
ざまな地域を対象として数多く存在する。しかし世界で⾏われている多くの研究は、児童⼿
当に類似した現⾦給付政策が主として出⽣率に与えた影響を⾒ているものが⼤半であり、
それらが平常的な⽀出、教育⽀出に与えた影響を検証した論⽂の数は少ない。 
追加的な⾦銭給付が出⽣率に与えた影響を分析した論⽂の例として、Milligan(2005)

や Riphahn and Wiynck(2017)、Cohen, Dehejia and Romanov(2013)などが挙げられる。
これらの研究では、それぞれカナダ、ドイツ、イスラエルの出⽣時給付⾦の制度変化を分析
して、児童⼿当が出⽣率に対して正の影響を与えていると結論づけている。これらの研究
は、⼦供の数や世帯所得で対象を分けて分析しており、結論としては、どこの国においても
給付額が増えるほど出⽣率も上がるという結果が得られているようである。 
⼀⽅で、現⾦給付の効果を否定する研究も存在する。Baughman and Dickert-Colin(2009)

では、アメリカの勤労所得税額控除(EITC)を対象として、それが出⽣率に与えた影響を分
析している。EITCは、いわゆる給付付き税額控除の⼀種で、⼦どもの⼈数、所得に応じて
給付や税控除等によって家庭の負担を減らす⽀援策である。⼀般的に、アメリカは州の⾃律
性が⾼く、本研究においても、州ごとの EITC改⾰の差を利⽤した DiD分析が⾏われてい
た。結果としては、EITCは、⽩⼈⼥性の出産をごくわずかに減少させる効果しかなかった、
ということである。 
上記では、現⾦給付政策、特に児童⼿当が出⽣率等に与えた影響を分析した論⽂を⾒てき

た。以下では、本研究が対象としている、児童⼿当が⼦供への教育投資に与えた影響を分析
している研究を紹介しようと思う。児童⼿当が家計の⽀出をどのように変化させたかを分
析する研究は、少数ではあるが存在する。 
宇南⼭(2011)は、児童⼿当が家計消費に与えた影響を分析している。この論⽂では、ライ
フサイクル仮説を理論的な基礎に置き、⽣涯収⼊に対して著しく⼩さい額の児童⼿当が家



計の消費⾏動に変化をもたらさないことを、総務省が公表している「家計調査」の個票デー
タを⽤いて推計している。結果として、児童⼿当の予想⽀給額のうち、毎年消費されるのは
児童⼿当の予想⽀給額の 1%〜3%であり、⼤部分が貯蓄されるという、理論モデルと整合
的な結果が得られていることが判明している。また、同じことを家計の⾦融資産の額の増減
からも把握しており、児童⼿当の消費性向が低いということに対するより強い証拠を得て
いる。また、消費の内訳ごとについても分析を⾏なっており、児童⼿当が特定の消費項⽬に
影響を与えている証拠はないとしている。⼀⽅で、流動性制約に直⾯している家庭では、児
童⼿当は消費を増加させている可能性があるとしている。この研究では、総務省が実施する
「家計調査」が分析に⽤いられているが、これらのデータは、世帯ごとの調査ではあるがパ
ネルデータではなく、調査対象地域は⼀年ごとに変わり、調査世帯は、⼆⼈以上の世帯につ
いては 6 か⽉、単⾝世帯については 3 か⽉継続して調査され、順次、調査対象地域の中か
ら新たに選定された世帯と交替する仕組みになっている。宇南⼭(2011)では、こうしたデー
タを⽤いて推定を⾏なっているため、観察することのできない時間効果や固定効果の影響
を除けていない可能性が存在する。また、児童⼿当受取額も世帯⼈数からシミュレートして
算出しているため、現実のデータを⽤いているわけではないことに留意する必要がある。 
⼩林(2011)でも同様に児童⼿当が家計消費に与える影響を分析している。この研究では、
⽇本の家計のパネルデータを⽤いて、児童⼿当の受取が家計の⾷費と教育費⽀出に与える
影響を推定している。家計の⾷費に関しては、OLS の推定では有意にでており、児童⼿当
の⽀給によって 3〜23%程度エンゲルシェアが減少している結果になっている。⼀⽅、教育
費に関しては、児童⼿当⽀給額の実績値を⽤いたデータの推定では有意な結果が出ていな
い。これらの問題は、データの制約によって⽣じているものだと考えられる。⼩林(2011)と
本研究で⽤いているデータは同じであるが、⼩林(2011)で⽤いているデータは調査開始初
期のデータであり、調査項⽬に不⼗分なところがある。実際に質問票を⾒ると、「⽇本家計
パネル調査」で得られる教育関連⽀出に関するデータは、「⼀ヶ⽉の間に世帯全体で⽀出さ
れた教育費」のデータであり、児童⼿当の⽀給対象となっている年代の⼦供に対する⽀出額
のみならず、⾼校⽣、⼤学⽣、さらには⼤⼈も含めた世帯全体の教育費⽀出額がどのくらい
であったか、を問われているのである。本研究ではデータ調査の進展の恩恵を受けて、児童
⼿当⽀給対象の年代の⼦供に対する教育費⽀出の内訳を⼊⼿することが可能になっている
ため、それを⽤いて分析を⾏っている。 
また、先⾏研究には⼦育て⽀援による現⾦給付政策で、「ラベリング効果」が存在すること

を指摘した研究が存在する。「ラベリング効果」とは、給付主体がある特定の⽬的、(ここで
は「児童⼿当」)の下で、家計に現⾦を⽀給することで、家計は法律の趣旨に従ってそれら
を消費するようになる、という効果である。この効果を実証した研究として、Lundberg, 
Pollal and Wales (1997)が存在する。Pollal and Wales (1997)では、イギリスで児童⼿当を妻
に⽀給したところ、夫の被服に対する⽀出が減少し、⼦供と妻の被服に対する⽀出が増加し
たことが報告されている。これは、「合理的な家計」の想定の下では起こり得ないことであ



る。 
 
<前提となる「理論モデル」の説明> 
(1)習慣形成仮説 
本稿では、習慣形成仮説に基づいて代表的家計の効⽤関数を構築する。習慣形成仮説とは、
過去も消費⽔準が現在の消費から得られる効⽤に影響を与える、という仮定である。教育投
資などは、まさにこの形の効⽤関数を⽤いて分析するのに適していると考えられる。⼈的資
本蓄積の観点からみると、過去の教育投資は、⼦供の学習成績の変化を通して、現在の教育
投資の⽔準に影響を与えうると考えられるからである。 
 具体例を⽰すために、下記のような無限期間の効⽤関数を考える。 

max𝑈 =.𝑣$(𝑐$ , 𝐴$)
%

$&'

 

𝑠. 𝑡.				𝑠$() = (1 − 𝛿)𝑠	$ + 𝑐$() 
𝑐$は t期の投資、𝑠$は過去の消費の蓄積を表し、𝛿はその減価償却率である。各期の効⽤関数
として、 
 

𝑣$(𝑐$ , 𝐴$) = (𝛼𝑐$ + 𝛽𝑠) 
を考える。ただし、 

𝛼 > 0, 𝛽 < 0 
0 ≤ 𝛿 ≤ 1 

を満たすとする。ここで、 

𝛽 =
−𝛾

(1 − 𝛿)	, 𝛼 = 1 − 𝛽	 

𝛿を漸近的に 1 に近づけると下記のような効⽤関数を得ることができる。 
𝑣$(𝑐$ , 𝐴$) = 𝑐$ − 𝛾𝑐$+) 

従って、各期の効⽤は、前期の消費⽔準に依存するようになる。 
このモデルを前提として、児童⼿当の受取額を考慮に⼊れたモデルを考えてみると、 

max𝑈 =𝐸'.𝑣(𝑐$ − 𝛾𝑐$+))
%

$&'

	 

𝑠. 𝑡. 𝐴$() = 𝐴$ − 𝑐$ + 𝑦$	, 𝑓𝑜𝑟	𝑎𝑙𝑙	𝑡 
𝑐$は t期の投資、𝐴$は t期の資産を表し、𝑦$は t期の所得を表す。ただし、⾦利と時間選好
を無視し、所得𝑦$に不確実性があると仮定する。 
また、𝑦$は、 

𝑦$ = 𝑦$, + 𝑇$ 
で表され、𝑇$が児童⼿当の受取額、𝑦$,がそれ以外のところからくる所得だと仮定する。 
さらに、消費に関してはマルチンゲール性を仮定する。すなわち、消費⽀出は全ての期間



において、 
𝐸$𝑐$() = 𝑐$ 

となっている。 
ラグランジアンを作ると、 

𝐿 =.𝑣(𝑐$ − 𝛾𝑐$+))
%

$&)

+.𝜆$(𝐴$ − 𝑐$ + 𝑦$ − 𝐴$())
%

$&)

 

⼀階条件は、 
𝑣$, − 𝛾𝐸$𝑣$(), = 𝜆$ 

𝜆$ = 𝐸$𝜆$() 
また、 

𝑣(𝑥) = 𝑎𝑥 −
𝑏
2𝑥

-, 

	𝑥 ≡ 𝑐$ − 𝛾𝑐$+) 
ならば、 

𝑣$, = 𝑎 − 𝑏(𝑐$ − 𝛾𝑐$+)) 
であるから、 

−𝑏(𝑐$ − 𝛾𝑐$+)) + 𝛾𝑏𝐸$(𝑐$() − 𝛾𝑐$) + 𝑎 − 𝑎𝛾 = 𝜆$ 
−(𝑐$ − 𝛾𝑐$+)) + 𝛾𝐸$(𝑐$() − 𝛾𝑐$) = 𝐸$[−(𝑐$() − 𝛾𝑐$) + 𝛾(𝑐$(- − 𝛾𝑐$())] 

整理すると、 
−𝐸$(𝑐$() − 𝑐$) + 𝛾(𝑐$ − 𝑐$+)) + 𝛾𝐸$(𝑐$(- − 𝑐$()) − 𝛾-𝐸$(𝑐$() − 𝑐$) = 0 

従って、 
−𝐸$∆𝑐$() + 𝛾∆𝑐$ + 𝛾𝐸$∆𝑐$(- − 𝛾-𝐸$∆𝑐$() = (−1 − 𝛾-)𝐸$∆𝑐$() + 𝛾∆𝑐$ + 𝛾𝐸$∆𝑐$(- = 0 

整理すると、 

𝐸$∆𝑐$() =
(1 + 𝛾-)

𝛾 ∆𝑐$ − ∆𝑐$+) 

となることがわかる。t+1 期の消費変化率は t期及び t−１期の消費変化率に依存している。
そして、t期と t−1 期の消費変化率は各期における所得変化に依存する。つまり、このモデ
ルの中において消費はマルチンゲールではなく、前期までの所得変化に依存することを⽰
している。ここで、現実の状況を考えると、所得𝑦$に占める児童⼿当の受取額𝑇$の⽐率は、
少額であると考えられる。現⾏の児童⼿当の⽀給額は、⼦ども⼀⼈あたり⽉額 1万円から 1
万 5千円の範囲である。これに⽐べて、⽇本⼈の平均年収は令和 2 年時点で 433 万円であ
る。こうした状況を鑑みると、このモデルの下では、児童⼿当を受け取ることが、家計の消
費に与える影響は⼩さなものであると考えられる。 
 
(2)ラベリング仮説 
「ラベリング効果」とは、給付主体がある特定の⽬的、(ここでは「児童⼿当」)の下で、家



計に現⾦を⽀給することで、家計は法律の趣旨に従ってそれらを消費するようになる、とい
う効果である。Pollal and Wales (1997)などでは、こうした効果が存在することが実証的に
⽰されている。 
 
<「推定モデル」の特定化> 
被説明変数には、教育関連⽀出を除いた家計の年間⽀出総額、年間の貯蓄増加額(年間の収
⼊―年間の⽀出総額)、年間の教育関連⽀出（義務教育、⾼等教育に対して⽀払う学費、学
習塾等に対する⽀出額、スポーツ等の習い事に対する⽀出額、芸術関連の習い事に関する⽀
出額）の⼤きく分けて三種類の被説明変数を分析に⽤いることになる。 
説明変数としては、児童⼿当の年間受取額を⽤い、コントロール変数として、両親の最終
学歴、両親の健康状態、世帯⼿取り年収、現預⾦残⾼、借⼊⾦残⾼を⽤いる。 
これらの変数は、全ての分析において共通している。 
家計の⽀出総額、年間の貯蓄増加額、年間の教育関連⽀出、世帯⼿取り年収、現預⾦残⾼、
借⼊⾦残⾼は、年間の⽀出額を計算した後、単位を円にして統⼀し、対数値を取っている。 
推定式は以下の通り。 

𝑌$ = 𝛼 + 𝛽)𝑑𝑎𝑑./0 + 𝛽-𝑑𝑎𝑑1.23 + 𝛽4𝑚𝑢𝑚./0 + 𝛽5𝑚𝑢𝑚1.23 + 𝛽6𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝛽7𝑑𝑒𝑝𝑜

+ 𝛽8𝑏𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤 + 𝛾𝑗𝑖𝑑𝑜𝑢𝑡𝑒𝑎𝑡𝑒 
この推定式に固定効果変換等を⾏い、推定を⾏う。 
変数対応表は以下。 
⽗親の学歴 dad_edu 
⽗親の健康状態 dad_heal 
⺟親の学歴 mum_edu 
⺟親の健康状態 mum_heal 
世帯年収⼿取り額 income 
現預⾦残⾼ depo 
借⼊⾦残⾼ borrow 
児童⼿当受取額 jidouteate 

 
<推定⼿法> 
Pooled OLS、固定効果モデル、変量効果モデルを⽤いて分析を⾏なった。 
Pooled OLS において、多重共線性を検証した結果、全ての分析において多重共線性の問
題はなかった。結果は以下。(図表１) 
また、Pooled OLS、固定効果モデル、変量効果モデルのいずれの結果を選択するべきかに
ついては、F検定、Breusch and Pagan検定、hausman検定を⽤いて、それぞれの回帰につ
いて検証し、望ましい結果を採⽤した。 
F検定とは、「固定効果モデルよりもプーリング回帰モデルが正しい」という仮説を献呈す



るものである。仮説が正しいといえる確率が著しく低い、すなわち仮説が棄却されれば、固
定効果モデルが正しいと考える。 
Breusch and Pagan検定とは、「変量効果モデルよりもプーリング回帰モデルが正しい」と

いう仮説を検定するものである。仮説が正しいといえる確率が著しく低い、すなわち仮説が
棄却されれば、変量効果モデルが正しいと考える。 
Hausman検定とは、「固定効果モデルよりも変量効果モデルが正しい」という仮説を検定

するものである。仮説が正しいといえる確率が著しく低い、すなわち仮説が棄却されれば、
固定効果モデルが正しいと考える。 
 
<推定に使⽤するデータ> 
 慶應義塾⼤学パネルデータ設計・解析センターが提供している「⽇本家計パネル調査」、「⽇
本こどもパネル調査」の 2012 年から 2016年までの個票データを組み合わせて利⽤した。 
 「⽇本家計パネル調査」は、全国 4000 世帯、20歳以上の男⼥ 7000⼈を対象に 2004年
から調査が⾏われており、就業状態や貧困動態、家計資産等に着⽬して多岐にわたるデータ
を収集しており、質、量ともに⽇本においては類を⾒ない優れたミクロ・パネルデータセッ
トとなっている。全国を地⽅・都市階級で 24層に層化して標本数を⼈⼝で⽐例配分し、住
⺠基本台帳を利⽤して各地点に⼀定数のサンプルを抽出する層化⼆段階無作為抽出法によ
り選定され、継続的な回答を得ている。本データは、家計の所得や資産、個⼈特性などを包
括的に含んだミクロ・パネルデータセットとなっており、本研究に最適なデータセットであ
ると考えた。 
 「⽇本こどもパネル調査」は、2010 年より「調査年の 3 ⽉末時点で⼩中学⽣のこどもと
その保護者」、2016年より「調査年の 3 ⽉末時点で⼩学校⼊学までの期間が四年以下である
就学前のこどもを持つ保護者」を対象に、「⽇本家計パネル調査」に回答した世帯に追加的
に調査を⾏う形で集計されている。2010 年から 2014年までは毎年調査が⾏われ、2014年
からは２年に１回の頻度で調査が⾏われている。調査項⽬としては、⼩中学⽣の⼦供を対象
とした「⼦ども票」と「親票」に分かれている。「⼦ども票」では独⾃の算数、国語・推論
の基礎学⼒テストと、学校と学びや⽣活に関するアンケートに⼦ども本⼈が回答している。
「親票」では保護者が教育環境や⼦育て・⼦どもの⾏動に関するアンケートに回答してい
る。本研究では、親票に含まれる「⼦どもに対する教育関連⽀出の額」に対する質問の結果
得られた、「学校外での習い事」に対する⽀出額を⽤いている。これらは、芸術、スポーツ、
学習系、その他、と細かい内訳に関するデータが⼊⼿可能であり、従来のデータと⽐べて教
育関連⽀出の動向をより詳細に把握できるようになっている。 
 本研究においては、全世帯を対象としたデータセット、⾼所得世帯（⼿取りの世帯年収額
が、データセットの第三四分位数以上のサンプル）のみで構成されたデータセット、低所得
世帯（⼿取りの世帯年収額がデータセットの第⼀四分位数以下のサンプル）のみで構成され
たデータセットの三つのデータセットを作成し、それぞれ分析を⾏なった。低所得層と⾼所



得層で、消費⾏動の違いを⽐較し、近年議論となっている資⼒制限の是⾮を検討するためで
ある。 
 なお、全世帯を対象としたデータセットのサンプル数は 1566、⾼所得世帯を対象とした
データセットのサンプル数は 399、低所得世帯を対象としたデータセットのサンプル数は
392 となっている。 
 本研究においては、分析にしようする全てのデータが揃ったサンプルを対象として分析
を⾏なったが、⽋損値処理においては多重代⼊法を⽤いるなどの処理を検討しても良かっ
たかもしれない。今後の研究の課題点としたい。 
 分析に⽤いた変数の記述統計量は以下に⽰す。(図表 2) 
 
<推定結果の提⽰> 
 本稿では、⼤きく分けて三種類の被説明変数（消費、貯蓄、教育投資）に対して、児童⼿
当が与える影響を検証した。（詳細な結果は以下の図表 3） 
 まず、消費⽀出に関してであるが、全世帯、⾼所得世帯、低所得世帯いずれの世帯におい
ても、児童⼿当の給付が消費を変化させる有意な結果は得られなかった。これは、理論モデ
ルと整合的な結果である。児童⼿当の受取額は、多くの世帯にとって年収よりも極めて少額
であるため、児童⼿当を受け取ったことによる家計所得の変化はごく⼩さく、従って、各期
の消費⽔準にも影響を与えなかったのだと考えられる。 
 また、貯蓄に関してであるが、全世帯、低所得世帯のサンプルでは児童⼿当を受け取るこ
とによる貯蓄への影響は有意に出なかったのに対し、⾼所得世帯のサンプルでは、児童⼿当
が 1%増えるごとに、2%〜3%程度貯蓄額を増やすという結果が有意に出ている。児童⼿当
の給付によって増える貯蓄額はごく少額であるが、⾼所得世帯においては、⼀般の世帯と⽐
べて、通常の所得に占める児童⼿当の割合がさらに少額であるため、消費⽀出額を変化させ
る効果は少なく、貯蓄額が変化するのではないかと考えられる。 
 次に、教育投資額に関してであるが、義務教育、⾼等教育に対して⽀払う学費は、ほとん
どすべての世帯で有意な結果が出なかった。児童⼿当の受け取りは、家計が⽀払う学費には
⼤きな影響を与えていないことがわかる。しかし、低所得層においては、児童⼿当の受取額
が 1%増えるにつれて、学費への⽀出が 6%低下するという結果が出ている。これは、低所
得世帯においては、児童⼿当を受け取る額が増える、すなわち⼦供の数が増えるほど、学費
の安い学校に⾏かせようとすることが原因ではないかと考えられる。 
⼀⽅習い事に着⽬してみると、児童⼿当は、学習系の習い事に対する⽀出に有意に影響を

与えていることがわかる。具体的には、全サンプルにおいて、児童⼿当受取額が 1%増える
ごとに、学習系の習い事に対する⽀出は 20％増える。⾼所得世帯サンプルにおいては、児
童⼿当受取額が 1%増えるごとに、学習系の習い事に対する⽀出は 25％程度増える。また、
低所得世帯においては、児童⼿当の受取額が 1%上昇すると、30%程度学習系の習い事に対
する⽀出が増える。 



また、スポーツ系、芸術系の習い事に対する⽀出にも影響が⾒られる。全サンプルにおい
ては、児童⼿当の受取額が 1%増えるごとに、スポーツ系の習い事に対する⽀出は 20%、芸
術系の習い事に対する⽀出は 14%程度増加する。また、⾼所得世帯においては、児童⼿当
の受取額が 1%増えるごとに、スポーツ系の習い事に対する⽀出が 32%、低所得層において
は 20%増えることが判明した。 
これらの習い事に対する結果は、児童⼿当のラベリング効果によるものではないかと考え

られる。 
 
<推定結果をめぐる解釈> 
本稿で得られた結果は、⼤きく三つに分けられる。⼀つ⽬は、児童⼿当は家計の教育費以
外の⽀出額に影響を与えていないことである。⼆つ⽬は、⾼所得世帯において児童⼿当は貯
蓄を増加させる効果が存在していたことである。三つ⽬は、児童⼿当はどの世帯においても
⼦どもへの教育投資を促進する効果があったことである。 
⼀つ⽬の結果は、習慣形成仮説と整合的である、ということである。すなわち、児童⼿当

は家計の年間所得と⽐べて著しく低い額であるため、消費を変化させる効果はごく⼩さい
のではないか、という仮説が⽀持されたことになる。また、三つ⽬の結果は、ラベリング効
果と整合的な結果である。すなわち、給付主体が「児童のため」と銘打って家計に現⾦を⽀
給することで、家計は法律の趣旨に従ってそれらを児童のために消費するようになる、とい
う仮説が⽀持されたことになる。ただ、その影響額の⼤きさ⾃体は⼩さいものであることに
注意する必要がある。今回のサンプルとなった世帯における習い事への⽀出額は、⽉平均
6000円から 7000円であり、それが 30%増加したところで、2000円程度が追加的に⽀出さ
れるに過ぎない。これを年単位に修正すると 24000 円であり、児童⼿当の受け取り総額の
10 分の 1程度に過ぎない。消費されなかった児童⼿当の残りは、教育投資以外の消費や貯
⾦に回されているのではないかと考えられる。本研究では、教育費以外の⽀出総額と現預⾦
残⾼のみにしか分析を⾏なっていないため、消費項⽬や、貯蓄項⽬の内訳をより詳細に分析
する必要がある。 
⼆つ⽬の結果は、⾼所得世帯においては、児童⼿当は⼀部が⼦どもへの教育⽀出に使われ

るものの、それ以外は貯蓄に回っている可能性があることを⽰唆している。この結果を踏ま
えて、⾼所得世帯においては、児童⼿当による収⼊は微々たるものであり、その消費⾏動を
ほとんど変化させず結果として貯蓄が増加しているという仮説が⽴てられる。実際に、児童
⼿当が習い事への⽀出額に与えた影響を⾼所得世帯と低所得世帯で⽐較すると、児童⼿当
が 1%増えるごとの習い事への⽀出の増加額は、低所得世帯の⽅が 5〜10%程度多いという
結果になっている。これは、⾼所得者層への児童⼿当の給付に資⼒制限を設け、低所得層へ
⼿厚く児童⼿当を給付するような政策を、部分的に⽀持する結果であると考えられる。た
だ、児童⼿当に対する資⼒制限の是⾮には、消費項⽬や、貯蓄項⽬の内訳をより詳細に分析
するなど、今後も詳細な検討が必要になると考えられる。 



 
<政策的含意> 
上記三つの結果から得られる政策的含意として、以下の⼆点が考えられる。 
(1) 児童⼿当は、その政策⽬的を部分的に達成している。 

本研究において、児童⼿当の⽀給は、学習塾やスポーツ、芸術系の習い事に対する⽀出
を 15〜30%程度増やす効果が存在することが⽰された。これは、「次代の社会を担う児
童の健やかな成⻑に資することを⽬的」としている児童⼿当の政策⽬的と合致する結果
であると考えられる。ただ、平均的な家計で⾒ると、児童⼿当給付額のうち、教育費と
して⽀出されたのは 10%程度に過ぎないと考えられ、絶対額で⾒るとその影響は⼩さ
いことに留意したい。 

(2) 児童⼿当に対する資⼒制限は、部分的に⽀持される。 
⾼所得世帯においては、児童⼿当の受取が有意に貯蓄額を増加させること、⾼所得世帯
と⽐べて、低所得世帯の⽅が児童⼿当の給付に対する教育費⽀出の反応が⼤きいことか
ら、⾼所得世帯においては、児童⼿当の多くが貯蓄に回っており、家計消費にほとんど
影響を与えていないと考えられる。これは、⾼所得層に対する資⼒制限を設け、低所得
層に⼿厚く児童⼿当を⽀給する政策を、部分的に⽀持するものであると考えられる。 

より精緻な分析は今後の課題としたい。 
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図表１ 多重共線性の確認 

 全世帯 ⾼所得世帯 低所得世帯 
年間⽀出 2.01 2.64 1.82 
年間貯⾦額 2.17 2.75 2.09 
学費 2.02 2.66 1.83 
習い事：スポーツ 2.01 2.81 1.81 
習い事：芸術 2.02 2.90 1.81 
習い事：学習 2.01 2.81 1.79 
(mean VIF) 
いずれの変数についても、重⼤な多重共線性が⽣じているものはなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



図表 2 記述統計量 

平均  
 全世帯 ⾼所得世帯 低所得世帯 
年間⽀出 3683709 4668180 2925490 
年間貯⾦額 1497447 3615454 -351433.7 
学費 11808.38 13393.45 10441.99 
習い事に対する⽀出
（スポーツ系） 

2498.423 2814.113 1947.987 

習い事に対する⽀出
（芸術系） 

1665.285 1873.674 1083.52 

習い事に対する⽀出
（学習系） 

2584.718 3014.13 2130.918 

⽗親の学歴 3.189 3.378 2.869 
⽗親の健康状態 2.412 2.283 2.448 
⺟親の学歴 4.740 5.238 4.415 
⺟親の健康状態 2.702 2.456 3.272 
世帯年収⼿取り学 5181156 8283634 2574056 
現預⾦残⾼ 4713078 8620526 2219362 
借⼊⾦残⾼ 10597190 13541600 6846939 
児童⼿当受取額 225619.4 186416 270535 
単位は全て円（両親の学歴、健康状態は除く） 
習い事に対する⽀出は、それぞれ⼀⽉当たりの値となっている。 
 
分散 

 全世帯 ⾼所得世帯 低所得世帯 
年間⽀出 3.240843×10^12 6.637700×10^12 1.246798×10^12 
年間貯⾦額 6.062360×10^12 9.893840×10^12 1.535979×10^13 
学費 3.558409×10^8 3.446652×10^8 2.069105×10^8 
習い事に対する⽀出
（スポーツ系） 

1.895412×10^7 1.562114×10^7 2.298150×10^7 

習い事に対する⽀出
（芸術系） 

1.386598×10^7 1.390741×10^7 7.605537×10^6 

習い事に対する⽀出
（学習系） 

2.839256×10^7 3.120468×10^7 2.314255×10^7 



⽗親の学歴 1.705 1.381 1.893 
⽗親の健康状態 8.623 7.160 0.974 
⺟親の学歴 1.192 1.421 94.02 
⺟親の健康状態 2.051 1.213 4.081 
世帯年収⼿取り学 6.233877×10^12 6.022853×10^12 1.004567×10^12 
現預⾦残⾼ 5.573394×10^13 1.028059×10^14 1.535979×10^13 
借⼊⾦残⾼ 1.603539×10^14 2.581136×10^14 1.052425×10^14 
児童⼿当受取額 2.592482×10^10 1.657632×10^10 4.359895×10^10 

 
中央値 

 全世帯 ⾼所得世帯 低所得世帯 
年間⽀出 3360000 4152000 2748000 
年間貯⾦額 1399000 3620000 -86000 
学費 6500 7000 6000 
習い事に対する⽀出
（スポーツ系） 

0 0 0 

習い事に対する⽀出
（芸術系） 

0 0 0 

習い事に対する⽀出
（学習系） 

0 0 0 

⽗親の学歴 3 3 2 
⽗親の健康状態 2 2 2 
⺟親の学歴 3 4 3 
⺟親の健康状態 3 2 3 
世帯年収⼿取り学 4910000 7500000 3000000 
現預⾦残⾼ 2000000 5000000 860000 
借⼊⾦残⾼ 6200000 9700000 1000000 
児童⼿当受取額 200000 120000 240000 
単位は全て円（両親の学歴、健康状態は除く） 
 
相関係数 
下の図は、⾊の明度が上がるほど、変数同⼠の相関が強いことを⽰している。 
変数名と対応表は以下の通り。 

年間⽀出 cons 
年間貯⾦額 save 



学費 gakuhi 
習い事に対する⽀出（スポーツ系） sport 
習い事に対する⽀出（芸術系） art 
習い事に対する⽀出（学習系） edu 
⽗親の学歴 dad_edu 
⽗親の健康状態 dad_heal 
⺟親の学歴 mum_edu 
⺟親の健康状態 mum_heal 
世帯年収⼿取り学 income 
現預⾦残⾼ depo 
借⼊⾦残⾼ borrow 
児童⼿当受取額 jidouteate 

全世帯 

 
(⾊の明度が上がるほど、相関係数が⾼い) 
 
⾼所得世帯 

 



(⾊の明度が上がるほど、相関係数が⾼い) 
 
低所得世帯 

 
(⾊の明度が上がるほど、相関係数が⾼い) 
いずれの変数同⼠の相関係数も、0.4程度に収まっていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



図表 3 結果 

結果１：全世帯 
 年間⽀出(固) 年間貯⾦額(変) 学費(固) 
児童⼿当受取額 -0.0004497 

(0.0047517) 
0.0119092  
(0.0148875) 

-0.0141588  
(0.030758) 

 
 習い事：スポーツ系

(固) 
習い事：芸術系(固) 習い事：学習系(変) 

児童⼿当受取額 0.2063065** 
(0.1024751) 

0.1436309* 
(0.081281) 

0.1937354*** 
(0.0747621) 

 
結果２：⾼所得世帯 

 年間⽀出(変) 年間貯⾦額(P) 学費(変) 
児童⼿当受取額 0.0013463 

(0.0075022) 
0.0281634** 
(0.0142254) 

-0.0449539 
(0.0329924) 

 
 習い事：スポーツ系 

(固) 
習い事：芸術系(変) 習い事：学習系(変) 

児童⼿当受取額 0.3222825* 
(0.1807916) 

0.0352975  
(0.1228133) 

0.2414597* 
(0.1366942) 

 
結果３：低所得世帯 

 年間⽀出(変) 年間貯⾦額(P) 学費(P) 
児童⼿当受取額 -0.0041278  

(0.0068334) 
0.0396262  
(0.0443333) 

-0.0612468*** 
(0.0218125) 

 
 習い事：スポーツ系

(変) 
習い事：芸術系(変) 習い事：学習系(変) 

児童⼿当受取額 0.2092804* 
(0.1258072) 

0.0215528 
(0.1015948) 

0.3044619** 
(0.1345929) 

 
OLS推定の結果においては、不均⼀分散に頑健な標準誤差を使⽤ 
()内は標準誤差、*、**、***はそれぞれ 10%、5%、1%で有意であることを⽰す。 
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